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新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底について（お願い） 

 

県立西蒲高等特別支援学校 

                                  校 長 佐々木 裕一  

 

 平素よりお世話になっております。 

最近、県内の感染症者数は、増加傾向にあります。特に 10 歳代の感染者はどの年代よりも多い傾

向にあります。また、インフルエンザとの同時流行により感染者数がさらに増加してくることが懸

念されます。引き続き、当校では生徒の健康・安全を第一にした教育活動を行なうと共に、感染予防

の徹底に努めてまいります。 

今後、生徒や教職員、同居家族等の中で新型コロナウイルス感染症を罹患したり、濃厚接触者に特

定されたりする場合も考えられます。県教育委員会の通知を踏まえ、保護者の皆様には、下記のご対

応が必要になることをお知らせします。 

なお、ご不明な点がございましたら、下記担当までご連絡ください。 

 

記 

                          

１ 新型コロナウイルス感染症の療養期間の短縮について〈県教育委員会通知文より〉 

(1) 症状がある場合 

  ① 発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合に８日目から療養解

除可能。 

  ② 10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状

態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染

リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等自主的予防行動

を徹底すること。 

(2) 症状なしの場合 

  ① 検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除可能。 

  ② 加えて、５日目に検査キットによる検査で陰性証明を確認している場合には、５日経過

後（６日目）に解除可能とする。ただし、７日間が経過するまでは、感染リスクが残存す

ることから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハ

イリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、

マスクを着用すること等自主的予防行動を徹底すること。 

  ※検査キットは、薬事承認されたものに限ります。 

 

２ 学校の対応について 

(1)  生徒・教職員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合 

 ① 陽性判明したとき、生徒・職員に濃厚接触者を特定した場合、特定された生徒・職員や 

体調不良等を訴えている生徒についてお迎えをお願いします。 

② 当日は、できる限り公共交通機関を利用せずに保護者の皆様からのお迎えをお願いいた 

します。 



    

   ③ 放課後等ディサービスの利用を予定されている保護者の皆様は、各自連絡を取り、下校 

方法の確認をお願いします。 

   ④ 翌日以降は、県教育委員会と協議の上、濃厚接触者の特定と臨時休業等の措置を「西蒲

安心メール」でお知らせします。 

⑤ 保健所や濃厚接触者を特定した機関等からの指示により、学校から保護者の緊急連絡先

へ連絡する場合もあります。ご了承ください。 

 

（2）来校者の感染が確認された場合 

   ① 臨時休業等の措置は、県教育委員会、保健所との協議の上、決定します。 

 

２ 保護者の皆様へのお願い 

(1) 次の場合、学級閉鎖となります。 

  ① 同一学級で、感染経路不明で感染を疑われる２人以上の陽性者が判明した場合。期間は

２人目の陽性者が判明した最終登校日の翌日から５日間。 

  ② 陽性者が１人判明し、かつ同一学級内に「濃厚接触者（家族等の濃厚接触者は含まな 

い）」又は「未診断でかぜ症状を有する生徒※１」が２人以上いる場合。陽性者の最終登校

日の翌日から５日間。ただし、※１について医療機関で新型コロナウイルス感染症ではな

いと診断された場合、薬事承認された抗原検査キットを使用し、陰性を確認した場合、 

※１から外すこととします。症状が軽快するまでは登校を控えてください。 

 

(2)  生徒が陽性判明したり、濃厚接触者に特定されたりした場合、保健所や濃厚接触者を特定

した機関の指示した期間は、登校できません。また、生徒が抗原検査やＰＣＲ検査をしたと

きは、陰性が確認されるまで登校できません（欠席になりません）。 

 

(3)  同居家族が濃厚接触者に特定されても、生徒本人には症状がない場合、事前に学校にご相

談の上、保護者の判断で登校させてください。本人や保護者の意向により登校を控える場合

は欠席とはなりません。 

 

(4)  生徒が 37.5℃以上の発熱や平熱より 0.5℃以上高い場合、かぜ症状がある場合は、かかり

つけ医に相談してください。また、症状がなくなるまでは登校しないで自宅静養してくださ

い。 毎日の健康観察、検温をお願いします。 

 

(5)  同居家族を含む生徒に対して、新型コロナウイルス感染症に起因する偏見・差別を防止

し、生徒が安心して学校生活を送れるように努めています。ご家庭におかれましても、偏見

や心ない言葉、態度によるいじめが起こることのないようご指導をお願いします。 

 

  【担当】 

県立西蒲高等特別支援学校 

教頭 高橋 忠 

○電話 0256-72-2049 


